
24・6・15市役所の開庁時間は、原則平日午前８時 30 分〜午後５時です。（正午〜午後１時除く） 市役所代表 ☎ 0 4 2 − 3 8 3 − 1 1 1 1

掲載内容の詳細は、お問い合わせいただくか、市ホームページをご覧ください。費用の記載のないものは、原則、無料です。
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in
fo
rm
a
tio
n

お
知
ら
せ

【
緑
地
保
全
対
策
審
議
会
】

　

緑
地
の
保
全
に
関
す
る
重
要
な

事
項
を
調
査
・
審
議
し
ま
す
。

 

１
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
、
令
和
４
年
６
月

　

日
現
在　

歳
以
上
の
方

１５

１８

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
５
年
３
月

 

小
論
文
は
返
却
し
ま
す

 

６
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

２９

に
、
直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
小
論
文
（　

字
以
内
・
課
題

８００

＝
「
減
少
す
る
身
近
な
み
ど
り
を

守
る
た
め
に
で
き
る
こ
と
」
）・

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性
別
・
電

話
番
号
・
職
業
を
明
記
し
、
環
境

政
策
課
緑
と
公
園
係
（
〒　

儿
８

１８４

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
第
二

庁
舎
４
階
☎　

儿　

儿
９
８
６
０

０４２

３８７

 
　

儿　

儿
６
５
７
７
）
へ

０４２

３８３

【
安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
協
議

会
（
追
加
募
集
）
】

　

防
犯
施
策
等
推
進
の
た
め
の
取

り
組
み
を
、検
討
・
審
議
し
ま
す
。

 

５
人
（
選
考
）

 

市
内
在
住
で
、
令
和
４
年
１
月

　

日
現
在　

歳
以
上
の
方

２１

１８

■
任
期
委
嘱
日
～
令
和
６
年
１
月

　

日
（
年
３
回
程
度
開
催
）

２０
 

６
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

３０

に
、直
接
、
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク

ス
で
小
論
文
（
千　

字
以
内
・
課

２００

題
＝
「
め
ざ
す
べ
き
安
全
・
安
心

な
ま
ち
と
は
ど
の
よ
う
な
ま
ち

か
」）・
住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
性

別
・
電
話
番
号
を
明
記
し
、
地
域

安
全
課
地
域
安
全
係
（
〒　

儿
８

１８４

定対他申FAX定対申

５
０
４
住
所
不
要
・
市
役
所
本
庁

舎
１
階
☎　

儿　

儿
９
８
０
６ 

０４２

３８７

　

儿　

儿
６
４
２
６
）
へ

０４２

３８４們
們
◇
共　

通
◇
們
們

■
報
酬
１
万
円
（
１
回
）

 

▽
市
が
設
置
し
て
い
る
附
属
機

関
の
委
員
は
、
原
則
２
つ
ま
で
▽

選
考
方
法
等
詳
細
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

  
　

月
６
日
（
木
）
～　

日
（
祝
）

１０

１０

 

小
金
井　

宮
地
楽
器
ホ
ー
ル
マ

ル
チ
パ
ー
パ
ス
ス
ペ
ー
ス
、
市
民

ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

絵
画
・
書
道
・
写
真
・
手
工
芸

品
等
の
展
示

 

市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の

方
、
市
内
に
活
動
拠
点
を
置
き
、

必
ず
開
催
期
間
中
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ス
タ
ッ
フ
と
し
て
協
力
で
き
る
団

体
・
個
人

■
申
込
書
・
募
集
要
項
配
布
場
所

６
月　

日
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

１５

文
化
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
４

階
）
、
公
民
館
各
館
、
同
ホ
ー
ル

 

７
月　

日
（
消
印
有
効
）
ま
で

１５

に
、
郵
送
ま
た
は
直
接
、
申
込
書

に
必
要
事
項
を
明
記
し
、
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
文
化
課
文
化
推
進
係
（
〒

　

儿
８
５
０
４
住
所
不
要
☎　

儿

１８４

０４２

　

儿
９
９
２
３
）
へ

３８７
 　

区
域
内
に
在
住
ま
た
は
計
画
案

に
利
害
関
係
の
あ
る
方
は
、
意
見

書
を
受
け
付
け
ま
す
。

■
対
象
都
市
計
画
案
多
摩
部　

都
１９

市
計
画
住
宅
市
街
地
の
開
発
整
備

の
方
針

■
対
象
区
域
特
別
区
、
市
、
瑞
穂 FAX

他市
民
の
芸
術
の
祭
典

第　

回
秋
の
こ
が
ね
い
市
民

１０
文
化
祭

展
示
の
部
参
加
者
募
集

時所内対申都
市
計
画
案
の
縦
覧
・
意
見

書
の
受
け
付
け

９
８
６
１
）

  

６
月　

日（
月
）～　

日
（
水
）

２０

２２

い
ず
れ
も
午
後
８
時
ま
で

 

納
税
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
３

階
）
※
東
側
職
員
通
用
口
か
ら
入

り
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
ご
利
用
く

だ
さ
い

  

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
、

市
・
都
民
税
、
軽
自
動
車
税
、
法

人
市
民
税
、
国
民
健
康
保
険
税

※
事
情
に
よ
り
一
度
に
納
め
る
こ

夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

時所夜間入口詳細図内

と
が
困
難
な
方
は
、
ご
相
談
く
だ

さ
い

 

納
税
課
納
税
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

９
８
２
３
）

 
市
取
扱
分

◎
５
月
分

【
特
定
寄
附
】

◆
み
ど
り
と
公
園
基
金
に

▽
６
千
円
＝
リ
サ
イ
ク
ル
・
ガ
ー

デ
ン
バ
ザ
ー

社
会
福
祉
協
議
会
取
扱
分

◎
４
月
分

【
一
般
寄
附
】

▽　

円
＝
梶
野
高
砂
会

２９２
【
特
定
寄
附
】

◆
子
育
て
支
援
の
た
め
に

▽
８
千
円
＝
あ
ひ
る
会

問

善善
意意
のの

輪輪

問合先内　容ところと　き名　称

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

庁舎等複合建設の設
計・時期・コストに
ついて

市役所本庁舎３
階第一会議室

６月１７日（金）
１５：００〜（予定）

庁舎等建設に
関する協議会

まちづくり推進課住宅
係
（☎０４２−３８７−９８６１）

住宅確保要配慮者の
居住支援について

市役所本庁舎３
階第一会議室

６月２４日（金）
１０：００〜

居住支援協議
会

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８２６）

行財政改革の推進に
ついて

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月２４日（金）
１９：００〜

行財政改革市
民会議

企画政策課企画政策係
（☎０４２−３８７−９８００）

市民参加条例の運用
状況等について

市役所本庁舎３
階第一会議室

６月２７日（月）
１９：００〜

市民参加推進
会議

環境政策課環境係
（☎０４２−３８７−９８１７）

環境保全について　
ほか

商工会館２階大
会議室

６月２８日（火）
９：３０〜環境審議会

総務課情報公開係
（☎０４２−３８７−９９２６）

個人情報保護法改正
に伴う対応の検討に
ついて

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

６月２８日（火）
１８：００〜

情報公開・個
人情報保護審
議会

介護福祉課介護保険係
（☎０４２−３８７−９８２２）

計画の進捗状況等に
ついて　ほか

市役所本庁舎３
階第一会議室

６月３０日（木）
１４：００〜

介護保険運営
協議会

交通対策課交通対策係
（☎０４２−３８７−９８５０）

CoCoバス再編事業
（再編計画、ガイド
ライン）について

市役所本庁舎３
階第一会議室

７月６日（水）
１０：００〜

地域公共交通
会議

介護福祉課包括支援係
（☎０４２−３８７−９８４５）

医療と介護の連携に
ついて　ほか

市役所第二庁舎
８階８０１会議室

７月１４日（木）
１９：００〜

在宅医療・介護
連携推進会議

※感染症拡大防止のため、傍聴については事前にお問い合わせください

◆◆各種審議会等の開催日程◆◆

 国民年金保険料追納額等（令和４年度） （月額）
免除の種類　追納額

免除等承認当
時の保険料年　度 ４分の１

免除半額免除４分の３
免除

全額免除
若年者納付猶予
学生納付特例

３,８００円７,６１０円１１,４１０円１５,２２０円１４,９８０円平成２４年度
３,８００円７,６００円１１,３９０円１５,１９０円１５,０４０円平成２５年度
３,８３０円７,６７０円１１,５１０円１５,３４０円１５,２５０円平成２６年度
３,９２０円７,８３０円１１,７５０円１５,６７０円１５,５９０円平成２７年度
４,０８０円８,１６０円１２,２４０円１６,３３０円１６,２６０円平成２８年度
４,１３０円８,２６０円１２,４１０円１６,５４０円１６,４９０円平成２９年度
４,０９０円８,１９０円１２,２７０円１６,３７０円１６,３４０円平成３０年度
４,１００円８,２１０円１２,３２０円１６,４３０円１６,４１０円令和元年度
４,１３０円８,２７０円１２,４００円１６,５４０円１６,５４０円令和２年度
４,１５０円８,３００円１２,４６０円１６,６１０円１６,６１０円令和３年度

※令和２・３年度は、加算額はありません

%
%

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

　過去に保険料の全額または一
部免除、学生納付特例制度や猶
予制度の承認を受けた期間のあ
る方は、１０年以内であれば保険
料をさかのぼって納めること
（追納）ができます。
　将来受け取る年金額を増額す
るためにも、追納制度をご利用
ください。
　なお、学生納付特例等を受け

た年度から起算して、３年度目
以降に追納する場合には、経過
期間に応じて一定の加算額が上
乗せされます。（右表）
　納めることができるようにな
ったときは、できるだけ早く追
納することをお勧めします。
 保険年金課国民年金係（☎
０４２−３８７−９８４４）
問

国民年金

追納制度をご存じですか

町
、
日
の
出
町

■
縦
覧
期
間
・
場
所
６
月　

日
ま

２３

で
、
都
都
市
整
備
局
都
市
計
画
課

（
都
庁
第
二
庁
舎　

階
）
、
市
都

１２

市
計
画
課
（
市
役
所
第
二
庁
舎
５

階
）

■
意
見
書
受
付
縦
覧
期
間
内
（
消

印
有
効
）
に
、
直
接
ま
た
は
郵
送

で
住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
意

見
を
明
記
し
、
都
都
市
整
備
局
都

市
計
画
課
（
〒　

儿
８
０
０
１
住

１６３

所
不
要
）
へ

 

縦
覧
・
意
見
書
の
提
出
＝
都
都

市
整
備
局
都
市
計
画
課
（
☎　

儿
０３

５
３
８
８
儿
３
２
２
５
）
、
多
摩

部　

都
市
計
画
住
宅
市
街
地
の
開

１９
発
整
備
の
方
針
＝
都
住
宅
政
策
本

部
企
画
経
理
課
（
☎　

儿
５
３
２

０３

０
儿
４
９
３
８
）
、
市
ま
ち
づ
く

り
推
進
課
住
宅
係
（
☎　

儿　

儿

０４２

３８７

問

委
員
募
集


